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市内の空き家を活用し、移住者の暮らしのニーズに応じた住まいの確保・改修及び転貸

を行う空き家活用団体を募集します。市は、認定された空き家活用団体に対し、空き家の

改修等に係る費用の一部を支援します。 

記 

 

１．募集期間 ８月２６日（水）～９月１１日（金）１７時必着 

 

 ２．対 象 者 市内において活動をする法人等（株式会社、合名会社、合資会社、合同

会社、ＮＰＯ法人及び一般社団法人並びに公募申請後法人化を予定して

いる団体） 

 

３．応募方法 所定の申請書類を作成のうえ、持参または郵送で提出してください。メ

ールやＦＡＸでの提出は受付できません。 

 

※募集に関する詳しい内容（募集要項、必要書類、補助対象経費の詳細など）につい

ては市ホームページをご覧になるか担当課までお問い合わせください。 

 

 ４．参  考 

・市ホームページ：https://www.city.shimabara.lg.jp/page16965.html 

 ※市ホームページは８月２６日（水）に公開予定 

 

 

 

 

 

 

 

 
担当：島原市政策企画課 島原ふるさと創生本部 

担当 西田 

電話：0957-62-8012 

E-mail：m-nishida@city.shimabara.lg.jp 

空き家活用団体を公募します！ 

【担当から一言】 

 ご不明な点等ありましたらいつでもご連絡ください。 

 


